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大字 地番 面積
（㎡）

販売価格
（万円） 用途地域

1 中 2009-3 244.46 765 第二種低層住専
2 東町 3019-3 329.74 売却済
3 東町 1209-5 2,287.08 1,960 第一種低層住専
4 東町 3004-4 441.48

売却済
5 東町 3004-21 452.65

6 木幡 1308-8,-13
1314-1 1,670.39 1,568 第一種低層住専・

第二種住居
つ
つ
じ
が
丘

7 乙畑 1393-271 222.61 447
第一種低層住専8 乙畑 1393-272 216.82 436

9 乙畑 1393-274 222.51 447

木
幡
土
地
区
画
整
理
事
業
地

10 木幡 2567-4 201.51 459 第一種低層住専
11 木幡 2569-5 216.96 売却手続中
12 木幡 2569-12 248.59 445 第一種低層住専
13 木幡 2549-1 177.64 売却手続中
14 木幡 2547-16 289.36 538

準工業
15 木幡 2547-14 289.90 539
16 木幡 2547-12 287.42 売却済
17 木幡 2586-2 228.95 売却手続中
18 木幡 2586-3 229.26 422

準工業19 木幡 2586-4 229.23 438
20 木幡 2586-5 229.40 422
21 木幡 2586-8 239.88 売却手続中
22 木幡 2566-2 319.70 611 第一種低層住専

23 木幡 2543-1　　　　
2543-2 2,108.37 2,850 準工業

申込資格／
①都市計画法に規定されている用途地域にあった土地利
　用をする方
②土地引き渡し後、善良な管理を行う方
※受付は随時行っています。
申込・問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３
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「暮らし」のびのび定住促進
補助金制度をご活用ください。

　矢板市では、マイホーム取得を応援しており、新
たに住居を求める方に対して、補助金を交付して
います。（たとえば…住宅新築＋用地購入で補助 50
万円。さらに 18 歳以下の子どもがいる場合は 1人
につき 5万円など）ぜひご活用ください。
問い合わせ／都市整備課　☎（４３）６２１３
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　土地と家屋（建物）には、固定資産税の課税に係る申
告制度や各種届け出があります。次のような変更があっ
た場合、所有者は速やかに申告書・届出書を税務課へ提
出してください。

※関係書類は税務課にあります。市ホームページ「申請
　書配布サービス」からもダウンロードできます。
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

こんな場合に 必要なもの 説明 ･ 手続き

住宅用地の内容を
変更した場合

・住宅用地（変更）申告書
・印鑑

　専用住宅や併用住宅が建っている土地を住宅用地と言い、その面積に
よって特例措置が適用されます。住宅以外の建物（事務所、店舗など）
を住宅用にまたはその逆など、用途を変更した場合には、速やかに申告
書を提出してください。

土地の地目を変更
した場合

・土地（地目変更）届出書
・印鑑

　固定資産税の課税地目は、登記簿の地目とは別に 1月 1日（賦課期日：
課税の基準となる日）の現況で評価します。地目を変更した場合は、届
出書を提出してください。
※地目…土地の用途による分類（田、宅地など）

家屋を滅失・変更
した場合

・家屋（滅失・変更）届出書
・印鑑

　取り壊しなどで家屋がなくなった場合や、増改築などで家屋の種類・
構造・床面積などを変更した場合は、届出書を提出してください。

未登記家屋の納税義
務者を変更した場合

・未登記家屋納税義務者（変更）届出書
・新所有者および旧所有者の印鑑

　売買・贈与・相続などで登記をしていない家屋の所有者（納税義務者）
を変更した場合は、届出書を提出してください。

共有名義の代表者を
変更した場合

・共有代表者（変更）届出書
・新代表者および旧代表者の印鑑

　土地、または家屋が共有名義で、その代表者を変更した場合は、届出
書を提出してください。

　市税等を納期内に納付している納税者との公平・均衡
を図るため、次の取り組みを強化しています。
●家宅捜索
　自宅、事務所などに立入調査を行い、お金に換えられ
るものを差し押さえます。
●自動車差し押さえ
　所有している車をタイヤロックやミラーズロックなど
で差し押さえます。
●預貯金・生命保険・不動産の差し押さえ
　勤務先、金融機関、保険会社、法務局などで調査を行
い、所有している財産を差し押さえます。

※捜索や差し押さえは、予告なしに実施します。

   タイヤロックをかけている様子　　   　ミラーズロックも導入中

問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

　平成30年 4月より、検針票のレイアウトを変更します。
これに伴い、広告掲載が可能となりますので、広告掲載
を希望する事業所・企業を募集します。
申込期限／ 10 月 31 日（火）
対象／
　事業所・企業（市内外問わず）
掲載料／
　1枠につき 120,000 円（税込）
規格／
　大きさ　縦 4.7cm×横 5.3cm以内
　　　色　単色刷り（青）

掲載箇所・枠数／
　検針票裏面に 2枠
掲載期間／
　掲載検針票を使い切るまで
そのほか／
 ・今回印刷するのは 600 巻です。
　（1巻あたり検針票約 180 枚分になります。）
 ・検針は 1月あたり、約 6,500 件です。
 ・申込方法などについては、お問い合わせいただくか、
　市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞水道課＞
　水道検針票 広告主募集）をご覧ください。
申込・問い合わせ／水道課　☎（４４）１５１１
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●浄化槽は維持管理が大切です
　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装
置のため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持
管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守
点検、清掃および法定検査に分かれますが、浄化槽法で
それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
●保守点検は登録業者に
　浄化槽の保守点検は、機械の点検補修や消毒剤の補給
などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施
されていますので、登録業者に委託してください。保守

点検を行う国家資格者として、浄化槽管理士があります。
●清掃は市町村長の許可業者に
　浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業（＝清掃）
は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行わなけ
ればいけないため、許可業者に委託してください。
●指定検査機関の定期検査を受けてください
　浄化槽の使用開始後 3～ 5 カ月の間に、以後は 1年
に 1回、栃木県知事が指定した検査機関の実施する法
定検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。
問い合わせ／下水道課　☎（４３）６２１４

　11 月から平成 30 年 3 月まで、市道泉・長井 1 号線
に架かる「鹿島橋」、市道乙畑・大槻 2号線に架かる「荒
川橋」の老朽化対策や事前防災・減災対策の取り組みの

一環として補修工事を実施します。通行の支障となる場
合もあるかと思いますが、ご協力お願いします。
問い合わせ／建設課　☎（４３）６２１２
（大槻地内）（泉地内）

　10 月 16 日（月）～ 22 日（日）は「行政相談週間」です。
国の行政への苦情や意見・要望、困りごとなどをお聴き
し、その解決や実現の促進を図るとともに、行政運営の
改善に役立てます。

問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４

●巡回行政相談
　10 月 21 日（土）10：00 ～ 12：00   片岡公民館
　　　　　　　　　13：30 ～ 15：30   泉公民館
●定例の行政相談
　毎月第 1火曜日　9：00 ～ 12：00   市きずな館
　（※ 1月のみ第 3火曜日）

　大規模な土地の取引には届出が必要です。一定面積以
上の土地について売買などの取引を行った場合に、国土
利用計画法に基づき、その利用目的などの届出が必要と
なります。
届出に必要な面積／ 
 ・市街化区域（矢板市にはありません）　2,000㎡以上 
 ・その他の都市計画区域　　　　　　5,000㎡以上
 ・都市計画区域外　　　　　　  　　10,000㎡以上

届出の必要な取引／
　売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、
権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など
届出者／権利取得者（土地売買の場合は買主）
届出期限／契約日から 2週間以内（契約日を含む）
届出書類／土地売買等届出書 2部（正本 1部、副本 1部）
問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上
　となる場合（一団の土地）には、個々の契約ごとに届出が必要です。

泉

蒲須坂北

蒲
須
坂
駅

鹿島橋

荒川橋

泉中

泉小

東
北
自
動
車
道

東
北
自
動
車
道

　　平成 29 年 10 月号 19

　産業廃棄物だけでなく、一般家庭から出るごみの焼却
も「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されて
います。法に反してごみの野外焼却をした場合、5年以
下の懲役、もしくは 1,000 万円以下の罰金、またはこれ
らが併科されます。
■ごみ焼却の問題点
①においやすすにより壁や洗濯物が汚れるなど、近所の
　迷惑になります。
②発生した煙が道路交通の妨げになります。
③火の粉が飛び、火災の原因になります。
④ダイオキシンなどの有害物質が発生します。

■せん定した枝の処分について
　庭木のせん定枝を空き地等に放置しておくと、風で散
乱して危険です。また、ご近所トラブルの原因にもなり
ますので、適正な処分をお願いします。せん定した枝は、
次の施設に直接持ち込み、処分することができます。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

持込先／
　塩谷広域環境衛生センター（さくら市松島 823）
受入時間／
　平日  8：30 ～ 16：30（12：00 ～13：00 は除く）
　土曜  8：30 ～ 11：30　※祝祭日も同様
持ち込む際の注意点／
　枝の直径が10cm未満の場合、長さ180cm以下に、
10cm以上の場合、長さ20cm以下に切断してください。

　8 月 17 日（木）～ 21 日（月）の 4 泊 5 日で、「第
22 回北の大地体験ツアー」を実施しました。
　この事業は、塩谷地方ふるさと市町村圏事業の一環
として、「であい・ふれあい・チャレンジ」をテーマに、
次代を担う児童を育成するために開催されたもので、塩
谷郡市内 21 校から小学 6年生 68 人が参加しました。
　1～ 2日目は、片岡公民館での出発式後、茨城県大洗
港からフェリーで出発し、約 18 時間の船旅を経て、苫
小牧港に到着しました。国立日高青少年自然の家へ向か
い、ナイトハイキングを行いました。
　3日目は、ラフティング（川下り）を体験しました。夜は、
キャンプファイヤーの火を囲みながら、班の仲間ととも

に出し物を披露し、楽しみ
ました。
　4日目、札幌市時計台な
ど、札幌市街地を散策。夜
は、みんなで思いを込めて、
 Tシャツに寄せ書きをしま
した。そして、最終日には、羊ヶ丘展望台で、数々の功
績を残したクラーク博士の銅像と記念撮影しました。
　解団式では、保護者の前で全員元気に体験発表。たく
さんの仲間と共に考え、共に体験をし、多くのことを学
ぶことができました。
問い合わせ／塩谷広域行政組合　☎（４８）２０６６

　8月 19 日（土）～ 20 日（日）の 1泊 2 日で、宿泊
体験学習「キャンプにゴー」を開催しました。
　この事業は、矢板・泉・片岡公民館合同による初の試
みで、異学年や他校の児童と集団生活をする中で、自主
性や協調性を高め、心豊かでたくましく生き抜く力を養
うことを目的に、郷土資料館で開催されたもので、市内
の小学 4～ 6年生 29 人が参加しました。
　1日目、手打ちうどんづくりや木の枝でオリジナルの
鉛筆づくり、バーベキューなどを体験しました。雨のた
め、キャンプファイヤーではなく、体育館でキャンドル
ファイヤーを行いました。また、夜には雨も上がり、星
空観察をしました。
　2日目、朝食に牛乳パックでホットドッグ作りをし

ました。みんなで一緒に清
掃をした後の閉会式の中で、
児童たちは、「初めてする
体験が楽しかった」「新し
い友達ができてうれしかっ
た」などの感想があがりま
した。
　また、2日間親元を離れ
たことで、家族への感謝の
気持ちも感じられたよう
で、それぞれに夏休みのよ
い思い出となりました。
問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
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あなたの希望に沿ったトイレ選びの
お手伝いをさせていただきます。

事務員募集中（正社員・パート）詳しくは当社まで！

日時／ 10 月 17 日（火）13：00 ～（12：00 開場）
場所／文化会館  大ホール
趣旨／
　交通安全意識の高揚を図り、事故防止に寄与すること
を目的に開催する。
内容／
　第 1部　交通安全講話　
　第 2部　アトラクション
　　（高齢者の事故防止に関する寸劇、お楽しみ抽選会）　
参加資格／
　主催・協賛団体の会員、および趣旨に賛同する方
主催／ ・矢板市シニアクラブ連合会
　　　 ・矢板地区シルバードライバークラブ
協賛／ ・矢板地区交通安全協会女性部会
　　　 ・矢板市シルバー人材センター
そのほか／入場無料。申し込みは必要ありませんので、
　　　　　直接会場までお越しください。
問い合わせ／矢板市シニアクラブ連合会事務局
　　　　　   （社会福祉協議会内）　☎（４４）３０００

　在宅医療や介護保険制度についてわかりやすくお伝え
します。皆さまお誘いあわせの上、ぜひお越しください。
日時／ 11 月 5 日（日）10：00 ～ 12：00
場所／文化会館  小ホール
内容／
　第 1部　介護保険制度について
　・矢板市内の介護サービスの特徴について
　・介護保険申請からサービス利用までの流れについて
　第 2部　基調講演「在宅医療という選択」
　　講師　佐藤医院（那珂川町）　佐藤　充院長
定員／ 300 人
主催／ ・塩谷郡市医師会
　　　 ・矢板市介護サービス事業者連絡協議会
そのほか／入場無料。申し込みは必要ありませんので、
　　　　　直接会場までお越しください。
問い合わせ／塩谷郡市医師会　☎０２８（６８２）３５１８
　　　　　　高齢対策課　☎（４３）３８９６

　「矢板市お元気マップ（仮称）」は、
高齢者や障がいのある方が安心して外
出できるよう、理解ある対応をしてい
ただける協力店舗の簡易な所在地図、
店舗外観、設備（車いす、トイレ、駐

車場など）を紹介するマップのことです。
　この「矢板市お元気マップ（仮称）」は、平成 26 年
3月から社会福祉協議会で開始した「高齢者等外出支援
マップ」の後継事業でもあり、社会福祉協議会と社会福
祉課で作成を行っていきます。だれでも、いつでも、ど
こへでも、自由に出掛けられる「やさしい街づくり」を
進めています。
　マップは B6 サイズで、平成 30 年 3 月に発行および
全戸配布を予定しています。また、マップは一度作成し
て終わりではなく、発行後も改訂を加えていきます。
　現在、マップ掲載店舗を募集していますので、ご希望
の方はぜひお問い合わせください。
募集期間／ 10 月 2 日（月）～ 26 日（木）　　　
申込・問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

日時／ 11 月 5 日（日）13：00 ～ 15：30（12：30 開場）
場所／文化会館  大ホールおよび周辺
内容／
 ・チャリティージャズライブ
　　演奏　堀　秀彰氏 “Jazz Arrows”
 ・講演会「東日本大震災から学ぶ」
　　講師　武田　文子氏
 ・講演会「市民の安全と安心を守る」
　　講師　矢板消防署特別救助隊　神永隊長
そのほか／
 ・入場無料。申し込みは必要ありませんので、直接会場
　までお越しください。
 ・会場外で、消防車両乗車体験、水消火器体験、記念撮
　影、炊出しなども行いますので、ぜひご来場ください。
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４
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　本場中国の家庭料理や薬膳料理を作ります。
日時／ 11 月～平成 30 年 3月の第 2土曜日
　　　13：30 ～ 16：30　全 5回
場所／矢板公民館  調理実習室
定員／
　12 人　＊申込者多数の場合は抽選
参加費／
　4,000 円（材料費 5回分）＊初回に集金します。
講師／川俣　優子先生
持ち物／
　エプロン、三角巾、持ち帰り容器（必要に応じて）
申込方法／
　10 月 6日（金）～ 22 日（日）に、電話でお申し込み
ください。
申込・問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９
　＊月曜・祝日休館

　英語を取り入れた歌やゲームを楽しみながら、自然に
英語にふれあいましょう。
日時／ 11 月 18 日（土）10：00 ～　2時間程度
場所／泉公民館  集会室
内容／
　体を使ったアクティビティ（だるまさんがころんだの国
際版）、世界の料理（各講師が自国の伝統料理や食事情を紹介）、
英語の歌を歌おう（体を動かしながら、楽しく英語でリズム
を刻む）、じゃんけん列車ゲーム、英語のクイズ　ほか
対象・定員／市内小学生  30 人　＊先着順
参加費／無料
講師／木村　由貴子先生・外国人の先生数名
持ち物／筆記用具、飲み物
申込方法／
　11 月 8日（水）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　泉地区の団体や泉公民館講座生など、地域が一丸と
なって盛り上げる「泉地域ふれあい祭り」を開催します。
　泉地区以外の方の参加も大歓迎です。ぜひお越しくだ
さい。

そのほか／ ・入場無料。直接会場にお越しください。
　　　　　 ・詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　＊月曜・祝日休館

日時 場所 内容

第 22 回泉地域
ふれあい祭り

10月21日（土）10：00 ～12：30
＊雨天時は 22日（日）

泉公民館
泉保育所駐車場

模擬店、野点、バザー、子ども会ゲーム、
グラウンド・ゴルフ、藤工芸体験など

第 37回泉地区
作品展

10月21日（土）10：00 ～12：30
  　    22日（日） 9：00 ～13：00 泉公民館  集会室 書、絵画、切り絵、3D、藤工芸、盆栽など

募集人数／ 1 人
賃金／月額 176,000 円
任用期間／
　平成 30 年 4月～平成 31 年 3月（更新有、最長 5年）
※研修引継期間：平成 30 年 1月初旬～ 3月下旬
勤務時間／月～金曜日　9：00 ～ 16：00、月 18 日
勤務場所／くらし安全環境課危機対策班内
仕事内容／
 ・児童などに対する交通安全教育の実施
 ・幼児安全クラブ、交通安全母の会、シニアクラブ、そ
　の他社会教育学級などにおける交通安全教育の実施
応募資格／普通自動車免許所持
※交通安全活動経験者・保育士の資格を有する者は優遇

募集期間／
　10 月 10 日（火）～ 11 月 30 日（木）
応募方法／
　①履歴書（市販の履歴書に必要事項を記入、写真貼付）、②作
文（「交通安全教育について」を題材に、市販の原稿用紙に400～
600字程度、氏名記入）を直接提出してください。
選考方法／書類選考、面接
※面接の日時・場所は後日、連絡します。
そのほか／
 ・社会保障制度あり（健康保険、厚生年金、雇用保険など）
 ・制服・携帯品は貸与、年次休暇あり、諸手当なし
応募・問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４
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第 9回秋祭りを楽しもう／
　矢板地区子ども会まつり
　昭和の遊びに触れてみま
しょう。
時間／ 11 月 3 日（祝・金）
　　　10：00 ～ 14：30
場所／生涯学習館駐車場
　　　文化会館前広場
内容／
 ・アトラクション　 ・模擬店
 ・昔あそび（竹とんぼ・ベーゴマ体験）など
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

健康まつり
　この機会に自分のカラダ、
見直してみませんか？
時間／ 11 月 3 日（祝・金）
　　　10：00 ～ 14：00
場所／市体育館
内容／
 ・からだの測定コーナー（体組成測定など）
 ・骨密度測定（先着 100 名）
 ・保健師による健康相談
 ・薬剤師によるお薬相談所
 ・健康づくりみどりの会コーナー
 ・国保・後期高齢者医療コーナー（パンフレット・資料配布）
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

第 50回矢板市文化祭
　たくさんのご来場をお待ちしています。

問い合わせ／文化祭運営事務局（生涯学習課）
　　　　　　☎（４３）６２１８

日時 内容 場所

11月1日（水）
　　　  〜
11月3日（祝・金）

（1・2日）
  9：00～ 16：00
（3日）
  9：00～ 15：00

作品展 生涯学習館
体育室

盆栽展 生涯学習館
ロビー

11月3日（祝・金）  9：00開場   9：30開演 芸能発表会 文化会館
大ホール

第 40回福祉まつり
　障がいを持つ方もそうで
ない方も、子どもからお年
寄りまでがともに楽しみ、
交流を深め、さらに福祉活
動に携わるボランティアグ
ループを広く市民の皆さん
に知っていただくために開催します。
　当日は、泉中学校の全生徒がステージイベント（司
会・書道パフォーマンスなど）や模擬店で大活躍！その
ほか、矢板・片岡中学校の生徒もボランティアで参加し
ます。ぜひお越しください。
時間／ 11 月 3 日（祝・金）10：00 ～ 14：00
場所／市体育館周辺駐車場
内容／
 ・模擬店　 ・くじ引き　 ・バルーンアート無料配布など
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

※駐車場は本案内図箇所、
　または矢板小学校をご
　利用ください。
※「カインズホーム」へ
　の駐車は、ご遠慮願い
　ます。

生
涯
学
習
館

文
化
祭

文化会館
文化祭

市体育館
健康まつり

庁舎

保健福祉センター

内
　
川

秋祭り
子ども会
まつり

福祉まつり

駐車場

図書館
図書館まつり

シルバー
大学校北校

駐車場

駐車場

矢板公民館

会場案内図

図書館まつり

問い合わせ／図書館　☎（４３）５６６１

日時 内容 場所

11月3日
（祝・金）

   9：00～
  ※なくなり次第終了 本のリサイクル市 図書館

入口
 13：00～14：00
　（12：30開場 ）  人形劇 図書館

視聴覚室
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洗濯工房本橋　☎ 43-0639
矢板市扇町 1-9-3（前新通り）

　　　　　　寒くなる季節、衣替えの準備はお済みで
　　　　　すか？洗濯のことなら、手洗い仕上げの当
店にお任せください！お電話にて集配も承ります。　
　今なら本券キリトリ
持参の方に 500 円分の
割引券を進呈します。

　上記の小学校で開催する運動会に、お近くの高齢者の
方々をご招待します。対象になる各地区の高齢者の方は、
ぜひご参加ください。
※東小学校、乙畑小学校へ参加を希望される方は、お手
　数でも事前に各学校にご連絡くださいますようお願い
　します。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７ 

学校名 開催日 招待対象者 連絡先
矢板小学校

10/21
（土）

75 歳以上の方

☎（４３）００４３
東小学校 ☎（４４）２５１５
片岡小学校 ☎（４８）０５１０
乙畑小学校 ☎（４８）０６１０
豊田小学校 65 歳以上の方 ☎（４３）０３３２

　軽トラックの荷台などで、採れたての野菜や手作り品
などを販売します。地元片岡の商店も出店します！
　ぜひお越しください。
日時／ 11 月 5日（日）
　　　10：00 ～ 15：00
場所／ JR 片岡駅西口周辺
駐車場／片岡小学校校庭　
＊台数に限りがありますので、
　公共交通機関をご利用ください。

問い合わせ／軽トラ市実行委員会（市商工会内）
　　　　　　☎（４３）０２７２

片岡駅
西口駐車場

西口
ロータリー軽ト

ラ市
会場

（交
通規
制区
間）

11：00 ～　苗木配布会
内容／ 2 種類の苗木を約 500 本配布します。
問い合わせ／
　緑化推進委員会（農林課内）　☎（４３）６２１０

　沢観音寺から歩いて、自然豊かな矢板を再認識してみ
ませんか。普段、何気なく見ている植物名を教えてもらっ
たり、その地に伝わるお話を聞き、いにしえに思いをは
せましょう。
日時／ 10 月 25 日（水）＊荒天中止
　　　  9：00沢観音寺駐車場集合　11：30解散予定
定員／ 20 人　＊先着順
参加費／無料

コース／
　沢観音寺～沢村城跡～湯泉神社～将軍塚（豊田）～沢
観音寺（※沢観音寺では、寺宝で県指定文化財でもある
曜変天目茶碗（禾

の ぎ め

目天目）の観賞ができます。）
必要なもの／飲み物、雨具、帽子、汗ふきタオル
申込方法／
　10 月 22 日（日）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　市文化財愛護協会の会員による解説を聞きながら、安
沢地区の文化財をめぐります。矢板の文化に触れながら、
健康ウォーキングをしてみませんか？
日時／ 10 月 21 日（土）9：00 ～ 12：00
　　　  8：50 安沢公民館駐車場集合
定員／ 40 人　＊先着順
参加費／ 100 円（保険料）
　　　　※文化財愛護協会会員は無料

見学地／
　萬屋・島屋跡、湯泉神社、中坪のヒイラギ、薬師堂、
谷中のケヤキ、大乗寺跡など（※歩行距離約 3.5㎞）
必要なもの／
　飲み物、雨具、参加費、ウォーキングに適した服装
申込方法／
　10 月 18 日（水）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８
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日時／ 10 月 27 日（金）13：00 ～ 19：00
場所／トコトコ大田原  3 階市民交流センター  小会議室1
内容／労使関係トラブルに関わる相談
参加費／無料
講師／
　栃木県労働委員会委員（弁護士等）
そのほか／
　予約者優先（当日参加も可）、相談時間１時間以内
予約・問い合わせ／
　栃木県労働委員会事務局　☎０２８（６２３）３３３７
　市商工観光課　　　　　　☎（４３）６２１１

　ランナーの皆さんへの声援
をよろしくお願いします。
日時／
　11月 12日（日）10：00～
　順次、選手スタート
交通規制／
　10：00 ～ 10：30 の間、
幸岡交差点～カインズホーム
前交差点が交通規制されます
のでご注意ください。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

　10 月 14 日（土）8：00 ～ 12：00、矢板小学校校庭で、
市消防団が通常点検を実施します。これは、消防自動車
や消防器具等、緊急時に備えて、不備や欠陥がないこと
を点検するとともに、団員の士気高揚を図ることを目的
とし、一堂に会して行うものです。自由にご見学いただ
けますので、ぜひお越しください。
　なお、実施にあたり、当日朝 5：00 にサイレンを吹
鳴します。多くの方が就寝中の時間であるため、ご迷惑
をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いしま
す。また、火災発生と間違わないよう、ご注意ください。
問い合わせ／くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

日時／ 11 月 11 日（土）13：00 ～
場所／宇都宮共和大学那須キャンパス  大講義室
内容／人権教育講演会
　　　「私を助けて！～即興劇で考えるいじめ問題～」
講師／・鹿沼家庭教育オピニオンリーダーせせらぎ会
　　　・臨床心理士　丸山　隆氏
主催／那須人権啓発活動地域ネットワーク協議会

問い合わせ／
　那須塩原市社会福祉課　☎０２８７（６２）７１３５
　市くらし安全環境課　　☎（４３）６７５５

＊上記協議会は県北市町などから構成されており、矢板市もその
　一員です。来年度の「人権フェスタ」は矢板市で開催予定です。

　11 月 6 日（月）～平成 30 年 2 月に、農業者トレー
ニングセンターの改修工事を予定しています。工事期間
中、アリーナはご利用いただけません。トレーニングルー
ムは 17：00 までご利用いただけます。
　また、片岡運動場の利用申し込みは、変わらずトレー
ニングセンター窓口で行います。ご不便をお掛けします
が、ご協力をよろしくお願いします。
問い合わせ／農業者トレーニングセンター　☎（４８）０６８０

　どなたでもご参加いただけます。みんなでワイワイス
ポーツを楽しみましょう。
日時／ 10 月 22 日（日）9：30 ～（9：00 受付開始）
場所／市体育館
参加費／無料
申込方法／
　10 月 13 日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６
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